
（ 公 印 省 略 ）

　別添、仕様書等のとおり

　上記について、下記により見積合わせを行いますので入札心得書等を熟覧のうえ提出して下さい。

実施しません。

１）様　式　等

２）提出方法

３）提出期限 まで

４）提  出  先 独立行政法人　水資源機構　

５）担  当  者

６）質  問  書 まで

提出期限

７）見積回数 ２回を限度とする。

８）そ  の  他

２）契約の相手方として決定した場合には、速やかに単価契約書を作成するものとします。

内 容 等

10:00

※質問の回答については、原則として提出期限の翌営業日12：00までにHPに
掲載します。

４）最低金額を提出した見積者が複数ある場合は、「くじ」により契約の相手方を決定します。　くじ
の方法は、別添「くじの方法」のとおりとします。

３）請負代金の支払いについては、2)に記載する単価契約書に記載のとおりとします。

０４８－６００－６５８８

なお、電子メール又はＦＡＸに拠りがたい場合は、持参又は郵送（一般書留、簡
易書留、その他配達の記録が残る方法に限る。）による。

①見積価格は、見積者が消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書
に記載してください。

3 見 積 書 等

ＦＡＸ

②見積書を送信した後は、見積書の引き換え若しくは変更又は見積の取消しは
できません。また、見積者は見積り誤り、見積書の書き誤り等を理由に見積もりの
無効を主張することはできません。

令 和 8 年 3 月 6 日

１）契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当
該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とします。

なお、当初の見積徴取において予定価格の制限に達した価格の見積書がない
場合の再度の見積書の提出については、改めて連絡するものとし、再度の見積
書提出の期限は令和8年3月17日10：00までとします。

そ の 他

MAIL

5

　副理事長　冨田　晋司

電子メール又はＦＡＸによる。（※４）に記載されたアドレス及び番号）

  埼玉県さいたま市浦和区領家2-8-3　浦和寮

　令和８年４月１日から令和９年３月３１日

見 積 結 果

nyukei_honsya@water.go.jp

令 和 8 年 3 月 16 日

見積書の様式は別紙「見積書」のとおりとしますが、見積書には見積年月日並び
に見積者の住所及び氏名（法人の場合は、法人名及びその代表者名）を記載
し、代表者の印章を押印（本件責任者及び担当者の氏名並びに連絡先を明記
することで省略することができます。）されたものとする。

4 見積結果については、契約の相手方として決定した者のみに、原則として提出
期限の翌日（翌日が休日となる場合には休日でない直後の日）までに通知しま
す。

4

現 場 説 明

業 務 場 所

令 和 8 年 3 月 3 日

技術管理部契約企画課

記　

10:00

1

独立行政法人　水資源機構 契約職

2 見積参加要件 当機構における一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、物品等の製造等の業種区
分の「建物若しくは工作物又は冷暖房設備、電気通信設備その他の設備の保守・点検
管理」の認定を受けており、かつ、営業品目の「清掃」に登録していること。
かつ、本店、支店又は営業所が埼玉県内に所在すること。

3

見　　積　　依　　頼　　書

  浦和寮清掃業務（単価契約）件 名1

業 務 期 間

2



別紙

令和８年　　月　　日

独立行政法人水資源機構　殿

住 　 　所

会　社　名

代表者氏名

合計金額 円（税抜き）

数 量 単 位 単価（円） 金額（円）

浦和寮清掃業務 100 回

上記金額には消費税は含まれておりません。

※

※

本件責任者（会社名・部署名・氏名）

担当者（会社名・部署名・氏名）

連絡先１

連絡先２

見　積　書

【見積書作成日】及び【会社名等】の記入し、押印のうえご提出お願いします。

本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載することで、押印が省略できます。

内　　容

業務名 浦和寮清掃業務（単価契約）



浦和寮清掃業務（単価契約） 仕様書 
 

（適用） 

第１条 この仕様書は独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）が発注する浦和

寮清掃業務（単価契約）に適用する。 

 

（業務場所） 

第２条 業務を実施する場所は次のとおりとする。 

     埼玉県さいたま市浦和区領家２－８－３ 浦和寮 

 

（業務期間及び時間） 

第３条 業務期間及び清掃実施日と実施時間は次のとおりとする。 

  ・業務期間：令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  ・実施日 ：月曜日から金曜日（祝日及び１２月２９日から３１日を除く）の５日間

のうち２日間とするが、実施日間は原則として中２日間空けるものとす

る。計１００回を予定。 

  ・実施時間：８：３０から１７：００までの間の２時間とする。 

 

（清掃内容等） 

第４条 清掃内容は以下のとおりとする。なお、位置については別図を参照のこと。 

 １）共同浴室  浴槽及び床、給排水設備の清掃 

 ２）共同トイレ １階及び２階のトイレ及び床の清掃 

 ３）洗面所   １階及び２階の洗面所及び床の清掃 

 ４）台所    流し台及びガスコンロ、床の清掃 

 ５）食堂    テーブル等の備品及び床の清掃 

 ６）敷地内   ゴミ清掃及び草むしり 

 

（業務管理責任者等） 

第５条 契約締結後速やかに、業務管理責任者及び従事者について機構に通知するものと

する。 

 

（清掃道具等） 

第６条 本業務の実施に必要な清掃道具及び洗剤、ゴミ袋等は、受注者が用意するものと

する。 

 

（疑義） 

第７条 本仕様書に定めのない事項については、双方協議して定めるものとする。 

 





 

清掃業務単価契約書（案） 

 

 

１ 件  名    浦和寮清掃業務（単価契約） 

 

２ 実施場所    埼玉県さいたま市浦和区領家２－８－３ 浦和寮 

 

３ 実施期間    自 令和８年 ４月 １日 

          至 令和９年 ３月３１日 

 

４ 契約単価    ￥      －（１回あたり） 

          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥   －） 

 

 

 上記件名について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づい

て、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを実施するものとする。 

 この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

                              令和８年  月  日 

 

 

     発注者   住所  埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 

           氏名  独立行政法人水資源機構契約職 

        副理事長 冨田 晋司 印 

 

 

     受注者   住所 

           氏名                     印 

 

 



 

（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書に従

い、この契約を実施しなければならない。 

２ 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は発注者受注者協議があ

る場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとす

る。 

３ 受注者は、この契約の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（一括下請負の禁止） 

第２条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

  

（担当職員） 

第３条 発注者は、業務の実施に関する指示及び確認を行うため担当職員を定め、その氏名を

受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。 

２ 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、仕様書に定めると

ころにより、次に掲げる権限を有する。 

 一 契約の実施についての受注者又は次条に基づいて定められる業務管理責任者に対する指

示、承諾又は協議 

 二 業務の処理のために必要な図書の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承

 諾 

 三 業務の処理状況の確認 

 

（業務管理責任者） 

第４条 受注者は、この契約の実施に関する運営を行う業務管理責任者を定め、その氏名を発

注者に通知しなければならない。業務管理責任者を変更したときも同様とする。 

 

（権利義務の譲渡） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

（物品等の調達） 

第６条 仕様書に記載されていない物品等については、受注者が自己の負担と責任において確

保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保

することができない場合は、発注者から借り受けることができる。 

 

 



 

（現状復旧義務等） 

第７条 受注者は、発注者が貸与する物品等を無償で使用することができる。 

２ 受注者は、第１項に掲げる物品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな

い。 

３ 受注者は、故意又は重大な過失により物品等をき損又は滅失したときは、発注者の指定す

る期間内までに代品を納め又は原状に復し若しくは、その損害を賠償しなければならない。

この場合の賠償額は発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（履行報告及び確認） 

第８条  受注者は、実施した業務について業務実施報告書により報告を行い、発注者による確

認を受けるものとする。 

 

（請負代金の支払） 

第９条 受注者は、発注者による確認を受けた業務について、発注者に対して業務実施に相当

する請負代金の支払を請求することができる。 

２ 発注者は、第１項の請求を受理したときは、その日から30日以内に請負代金を支払わなけ

ればならない。 

 

（発注者の解除権） 

第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 

 一 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき 

  二 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき 

 

（契約外の事項） 

第11条 この契約書に定めない事項については、必要に応じて発注者受注者協議して定める。 

 

 



令和 年 月 日 

 

 

独立行政法人 水資源機構 殿 

 

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名  

 

 

業務管理責任者等通知書 

 

 

業 務 名  浦和寮清掃業務（単価契約） 

 

 

令和８年 月 日付け契約に係る上記業務について、清掃業務単価契約書第４条及び浦和

寮清掃業務（単価契約）仕様書第５条の規定に基づき業務管理責任者及び従事者を下記のとお

り定めたので通知します。 

 

記 

 

業務管理責任者  氏名 

従 事 者  氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 
（連絡先は２以上記載すること） 
本件責任者（会社名・部署名・氏名）：           
担当者（会社名・部署名・氏名）：             
連絡先１ ：                       
連絡先２ ：                       



                                               令和  年  月  日 

 

 

 独立行政法人水資源機構契約職 

  副理事長  冨田 晋司  殿 

 

                                     住   所 

                                    会 社 名 

                   代表者氏名 

 

 

見積依頼書等の交付受領書 

 

  令和８年３月３日に交付された「浦和寮清掃業務（単価契約）」の見積依頼書

等を受領しました。 
 

 

〈連絡先〉 

 

  担当部署名： 

 

  担 当 者： 

 

  電 話 番 号： 

 

  ＦＡＸ番号： 
 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

 

 

◆くじ用数値 

 

 

 

 

 

 

  「くじ用数値」を記載いただくのは、最低価格者が複数となった場合に契約の相手方を決定する 

  ためです。詳細は、「くじの方法」をご覧ください。 

メール送信先 nyukei_honsya@water.go.jp 
FAX 送信先 ０４８－６００－６５８８ 

担当：独立行政法人水資源機構 技術管理部 契約企画課 青木あて 


